
厚生労働大臣の定める掲示事項 

                                                                 
  （令和６年８月２１日現在） 

 

１．入院基本料について 

  当センターは、「一般病棟入院基本料 地域一般入院料３」の届出を行っており、 
 １日に１１人以上の看護職員が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおり 
です。 

  ・朝９時～夕方１７時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は８人以内です。 

  ・夕方１７時～朝９時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２５人以内です。 

 

２．入院診療計画、院内感染防止対策について 
  当センターでは、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関
する診療計画を策定し、７日以内に文書によりお渡ししております。また厚生労働大臣 

が定める院内感染防止対策の基準を満たしております。 

 
３．明細書発行について 
  当センターでは、医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領
収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 

  また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料

で発行しております。 

  なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、 
その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合の代理の方への発行も 
含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてその旨お申し出下さい。 

 

４．施設基準の届出について 

  当センターでは、近畿厚生局長に下記の届出を行っております。 

 

 （１）当センターは、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士による管 
   理の下に、食事を適時（夕食については午後６時以降）、適温で提供しています。 
   １食あたりの負担額 

70 歳未満 70 歳以上 １食あたりの標準負担額 
一般（下記以外） 一般（下記以外） ４９０円 

住民税非課税世帯 住民税非課税世帯 区分Ⅱ 

過去１年間の入院期間が 
90 日以内 
        ２３０円 

過去１年間の入院期間が 
90 日超 

１８０円 
該当なし 住民税非課税世帯 区分Ⅰ １１０円 

   住民税非課税世帯、70 歳以上における区分Ⅱ、Ⅰについては、限度額適用・標準負

担額減額認定証で確認します。受付にご提出ください。なお、マイナンバーカード
での受診の場合は提出不要です。 

 
 
 
 
 



 （２）基本診療料の施設基準等に係る届出 

     ■一般病棟入院基本料（地域一般入院料３） ■看護配置加算  

     ■療養環境加算  ■医療安全対策加算２ ■医療安全対策地域連携加算２ 
     ■後発医薬品使用体制加算１ ■病棟薬剤業務実施加算１  

■診療録管理体制加算３ ■データ提出加算１及び３ ■看護補助加算１ 
■医療 DX 推進体制整備加算 ■看護補助体制充実加算１ 

 
 （３）特掲診療料の施設基準等に係る届出 
     ■がん性疼痛緩和指導管理料 ■がん患者指導管理料イ  

     ■がん患者指導管理料ロ ■外来放射線照射診療料  
■外来腫瘍化学療法診療料１ ■薬剤管理指導料  

     ■ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 ■外来化学療法加算 1 ■無菌製剤処理料   
     ■粒子線治療 ■粒子線治療適応判定加算  ■粒子線治療医学管理加算 
 
 （４）医療 DX 推進体制整備加算 

ア オンライン請求を行っております。 
イ オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、診察室で閲覧又 

は活用して診療をできる体制を実施しています。 

ウ マイナ保険証利用を促進するなど、医療 DX を通じて質の高い医療を提供で 
きるよう取り組んでいます。 

エ 電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスなどの取組の実施を今後検討し 
ます。 
 

 （５）医療情報取得加算 

    ア オンライン資格確認を行う体制を有しています。 
イ 当センターを受診した方に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必 

要な診療情報を取得・活用して診療を行います。 
 
 （６）情報通信機器を用いた診察に係る基準 
    情報通信機器を用いた診療の初診においては、向精神薬は処方しません。 

 
 （７）看護補助加算 
    看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する具体的な取組内容 
    ア 時間外労働が発生しないような業務量の調整 
    イ 看護職員と薬剤師・臨床検査技師・放射線技師・管理栄養士との業務分担 
    ウ 妊娠・子育て中、介護中の看護職員に対する配慮の実施 

     ・夜勤の減免 
     ・休日勤務の制限 
     ・半日、時間単位休暇制度 
     ・所定労働時間の短縮 
     ・他部署等への配置転換 
    エ 夜勤従事者の増員、月の夜勤回数の上限設定による夜勤負担の軽減 

 
 （８）後発医薬品使用体制加算 
    ア 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。 
    イ 医薬品の供給が不足等した場合に医薬品の処方等の変更等に関して、適切な 

対応ができる体制を整備しています。 
    ウ 医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する場合があります。その場 

合は十分説明します。 



 （９）外来腫瘍化学療法診療料 
    ア 専任の医師・看護師又は薬剤師を院内に常時配置し、本診療料を算定してい 
     る患者さんからの緊急の相談等に２４時間対応します。 

    イ 急変時等の緊急時は当院に入院できる体制を整備しています。 
    ウ 実施する化学療法の治療内容については、医師・看護師・薬剤師、その他職 

種から構成される、がん化学療法委員会を年１回以上開催し評価・承認を行 

っています。 
 

５．保険外併用療養費について 
（１）当センターは、下記の先進医療を実施しております。 

    陽子線治療、重粒子線治療 
治療料は、２，８８３，０００円となっております。 

（２）特別室 
当センターでは、下記の個室をご利用いただけます。 
ご利用希望の方はお申し出ください。 

区分 部屋番号 室数 室料差額 
（1日当たり） 

設備 

特床室 101,102 
103,105 ４室 15,700円(税込) 風呂、トイレ、冷蔵庫、FAX付き電話、

テレビ、ロッカー、流し台、ソファー 

１床室 
106～108 
110～113 
115～117 

10室 13,600円(税込) 風呂、トイレ、冷蔵庫、電話、テレビ、
ロッカー 

 

 【病棟配置図】  
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６．保険外負担について 
 
  当センターでは、下記について実費の負担をお願いしております。 

項目 料金（税込） 

文書料（診断書・証明書） 下記兵庫県条例で定める料金 

セカンドオピニオン 

面談時間３０分まで 
対面診察の場合    １１，０００円 
オンライン診療の場合 １６，５００円 
 
３０分を経過した場合、１５分ごとに 
対面診察の場合    ２，３００円加算 
オンライン診療の場合 ３，９５０円加算 

診療に係る画像、検査情報の光ディスク
への複写  

１枚につき       １，１００円 

診察券再発行料  １枚につき         １００円 

オンライン診療 システム利用料金 保険診療１回につき   １，１００円 

特別メニュー １食につき         ５００円 

自由診療による診察・治療の場合 診療報酬点数×１２円×１．１ 

 

  文書料（兵庫県条例で定める料金） 

区分 料金（税込） 

診断書、

証明書そ

の他これ

らに類す

るもので

医師の判

断を要す

るもの 

自動車損害賠償保障法の適用に係るもの及び人の生命又は身

体に関する任意保険に係るもの 

１通につき 5,500円 

その他の

もの 

診断書のうち病状経過等の証明内容が複雑なもの 
１通につき 5,100円 

死亡診断書、出生証明書及び診断書のうち病状経過

等の証明内容が簡易なもの 

１通につき 3,600円 

身体検査の証明その他記載内容が簡易なもの 
１通につき 2,900円 

証明書そ

の他これ

に類する

もので医

師の判断

を要しな

いもの 

診療費明細

証明その他

これに類す

るもの 

自動車損害賠償保障法の適用に係るもの及び人の

生命又は身体に関する任意保険に係るもの 

１通につき 4,600円 

その他のもの 
１通につき 3,700円 

所得税に係る医療費控除のための証明その他これに類する 
もの 

１通につき 2,000円 

入院又は通院期間の証明その他これに類するもの 
１通につき 2,000円 

    
 
 



 
長期収載品の処方に係る選定療養 
令和６年 10 月より、後発医薬品（ジェネリック医薬品）があるお薬で、先発医薬品の

処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。 
〔対象となる医薬品〕 
 後発品のある先発医薬品で後発品収載から５年経過しているものや、後発品置換え 
立が 50％以上のものなど要件にあった品目（長期収載品）です。対象医薬品リスト
は厚生労働省ホームページで公表されています。 

  〔特別の料金〕 
   先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の４分の１相当を、特別の料金として、医療 
   保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。なお、先発医薬品を処方する医

療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。 
 
 
ご不明な点がございましたら、受付までお尋ね下さい。                


